
 

 

【 一般社団法人キリスト教学校教育同盟 助成規程 】 

                          

                                                                             2016年 2月 6日制定 

                                                                   2019年 3月 2日改定 

理事会 

 

第１条（規程の目的） 

 この規程は、一般社団法人キリスト教学校教育同盟（以下、「同盟」という）が行う助成に関し、基本

的な必要事項を定める。 

 

第２条（目的・助成対象） 

   同盟は、本規程に従って、キリスト教学校教育を広く振興する目的で、キリスト教学校教育を広く振興

する個人ないしは団体に対して助成を行う。 

 

第３条（選考委員会） 

 １ 同盟は、理事会の決議によって、一般社団法人キリスト教学校教育同盟助成選考委員会（以下、「委員

会」という）を構成する委員を選任し、委嘱する。 

 ２ 委員会の委員は、キリスト教学校教育に造詣の深い者ないしは外部有識者とする。 

 ３ 委員会の委員は、６名以上１０名以内とし、その２名以上を外部有識者とする。 

 ４ 委員会は、検討した後に、決議によって助成対象の候補者を選考する。 

 ５ 委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する委員を除く委員の過半数が出席し、その過半数

をもって行う。 

 ６ 委員の任期は１期２年とする。但し、重任を妨げないが、３期を超えないものとする。 

 ７ 同盟加盟校の委員の報酬は、無報酬とする。ただし外部有識者への報酬、委員の委員会への出席に

要する費用は支払うことができる。 

 

第４条（応募・選考） 

 １ 同盟は、キリスト教学校教育を広く振興する個人ないしは団体に助成を行う旨、助成の目的、対象者、

助成内容、応募方法、選考方法その他必要事項を同盟のホームページにて公表して、広く一般に助成の応

募を募るものとする。 

 ２ 助成を希望する個人ないしは団体は、同盟に対して、同盟の定める申請方法・書式に従って応募するも

のとする。 

 ３ 前条第４項に基づいて助成対象の候補者を選考し、同盟が理事会の決議によって決定する。 

 ４ 前項の選考は、キリスト教学校教育を広く振興する目的に沿って総合的に評価・勘案してなされるとと

もに、公正・公平に行われなければならず、委員会の委員は自らないし利害関係者の利益を図ってはなら

ない。 

 

第５条（助成内容） 

 １ 助成内容は、年間上限３００万円とする。 



 

 ２ 具体的な助成内容は、キリスト教学校教育を広く振興する講演会・研修会等の実施経費及び参加費・交

通費、書籍等の制作・発行、これらを含むキリスト教学校教育を広く振興する一切の事業への助成とする。 

 

第６条（公表） 

   同盟は、助成を行った場合、助成対象者及び助成内容を同盟のホームページにて公表するものとする。 

 

第７条（助成を受けた者の報告義務） 

   助成を受けた個人ないしは団体は、助成金の使途及びその成果等を同盟に所定の書式にて報告しなけれ

ばならない。 

 

第８条（その他） 

 その他、本規程の変更また、本規程に定めなき事項は、同盟の理事会の決議によって定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


